
※副管理者について、新発田地域老人福祉保健事務組合は阿賀野市長、下越障害福祉事務組合は胎内市長です。

KOUHOU

新発田地域広域事務組合

　新発田地域広域事務組合は、構成市町である新発田市、胎内市及び聖籠町の事

務の一部を効率的に共同で処理するため、昭和46年9月1日に地方自治法に規定さ
れる一部事務組合として設立されました。

　当組合が行っている現在の共同処理事務の種類と関係市町、組織機構は、次の

図表のとおりです。なお、関係する他の２つの一部事務組合（新発田地域老人福

祉保健事務組合及び下越障害福祉事務組合）についても併せて紹介します。

※ 聖籠町のごみ処理は、新潟市とともに豊栄郷清掃施設処理組
合で共同処理している。
※ 胎内市のし尿処理は、新発田市（加治川地区）、村上市、関
川村とともに下越清掃センター組合で共同処理している。



市町村負担金
3,456,395
（86.6%）

使用料及び手数料
267,045千円
（6.7%）

諸収入
3,946千円（0.1%）

繰越金 
162,100千円（4.0%）

国庫支出金 9,558千円（0.2%）

財産収入（基金利子） 191千円（0.1%）

組合債 
90,900千円（2.3%）

消防費
1,513,481千円
（37.9%）

交流館費 13,786千円（0.3%）

介護認定審査事業費
33,661千円
（0.8%）

清掃費
1,171,182千円
（29.4%）

公債費
1,028,961千円
（25.8%）

議会費
497千円
（0.1%）

総務費 179,249千円（4.5%）

火葬場費 49,318千円（1.2%）

組合の事務・事業を行う
ために、組合を構成する新発田市・胎内
市・聖籠町が負担するお金です。

住民や事業者の方が
組合施設を利用したり、ごみやし尿を搬
入し処理するための料金です。

国から組合に交付される補
助金等です。

積み立てた基金の運用益等で
す。

前年度から繰り越したお金を
今年度の財源に充てています。

その他の収入です。

組合事業の実施にあたり必要
な借入金です。

議員報酬など組合議会運営の
ための経費です。

事務局費など組合全般の事務
を行うための経費です。

葬斎センター「願文院」に係
る経費です。

消防･救急･救助など、消防事
業を行うための経費です。

ごみ処理事業やし尿処理事業
を行うための経費です。

広域交流施設「虹の里交流
館」に係る経費です。

介護認定審査事業
に係る経費です。

借入金（組合債）の元金・利
息の償還費用です。
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※ 民生費は、養護老人ホーム「あやめ寮」、「ひめさゆり」の管理運
営に係る経費。衛生費は、「休日等診療所」に係る経費。

※ 民生費は、障害者支援施設「いじみの寮」、知的障害児施設「いじみ
の学園」及び救護施設「ひまわり荘」の管理運営に係る経費。

このほか匿名で多くの方からご寄附いただきました。
皆様からいただきました寄附は、ご趣旨に沿うよう有効に活用させていただきます。

ありがとうございました。

次号は平成21年12月発行の予定です。
市町によって配布日が異なります。

「新発田地域広域事務組合　広報」に関するみなさんの
ご意見、ご感想をお待ちしています。

編集・発行　新発田地域広域事務組合　事務局　総務課企画財政係
　　　　　　〒９５７-００５３　新潟県新発田市中央町５-４-７
　　　　　　☎ ０２５４-２６-１５０１　　ＦＡＸ ０２５４-２３-５５８９
URL　www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/　E-mail　kizai@shibata-kouiki.jp
印刷　島津印刷株式会社


